
平成２７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １０ 府 省 庁 名  厚生労働省 

対象税目 
個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（都市計画税、特別土地保有

税、地方消費税） 

要望 

項目名 
生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の創設に係る税制上の所要の措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 生活困窮者自立支援法の認定就労訓練事業（第２種社会福祉事業）を行う事業者 

 

・特例措置の内容 

認定就労訓練事業を行う事業者（認定就労訓練事業者）について、不動産取得税、固定資産税、事業所税、

都市計画税、特別土地保有税を非課税とする。 

また、一般的に、社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については地方消費税非課税であるが、認定

就労訓練事業では、一定の生産活動を行い、商品を一般消費者に販売する場合等があるため、地方消費税は

課税の取扱いとする。 

 

 

関係条文 

（不動産取得税）地方税法第73条の４、地方税法施行令第36条の10 

（固定資産税）地方税法第348条、地方税法施行令第49条の15、地方税法施行規則第10条の７の３ 

（事業所税）地方税法第701条の34、地方税法施行令第56条の26の５ 

（都市計画税）地方税法第702条の２ 

（特別土地保有税）地方税法第586条 

（地方消費税）地方税法第72条の78 

 

減収 

見込額 

［初年度］   －  （  －  ）  ［平年度］   －  （  －  ） 

［改正増減収額］  －                           （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

社会的に貧困のリスクが高まる中、離職等をきっかけとして生活に困窮し、その過程で自立を阻害する複

合的な課題を抱える者が多く生じている。 

 今後、労働力人口の減少が見込まれる中で、官民を挙げて、生活困窮者に対して就労支援を行うことは、

経済社会の担い手を確保する上で喫緊の課題である。 

 認定就労訓練事業は、社会福祉法人等の自主事業として、一般就労に就くことが困難な生活困窮者に対し

て、訓練又は支援付き雇用の形で就労の機会を提供しつつ、生活面・社会面を含め、一般就労に向けた様々

な支援を行うものであり、その担い手の確保が求められている。 

 

（２）施策の必要性 

認定就労訓練事業は、就労に困難を抱える者に対して、就労機会の提供等を行う事業であり、十分な収益

を期待することが困難な場合も多い。このような状況の中で、その担い手を確保するためには、認定就労訓

練事業者に係る租税負担をできる限り軽減することが必要である。 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

基本目標Ⅶ ナショナル・ミニマムを保障し、利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの

提供等を図ること 

施策大目標１ 生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること 

１－１ 生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること 

施策大目標２ 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向上を図

ること 

２－１ 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向上を図ること 

政策の 

達成目標 

生活困窮者自立支援法に基づく各種事業や他制度・他事業による支援を包括的に実施すること

により、生活困窮者の自立を促進する。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

－ 

同上の期間中

の達成目標 

－ 

政策目標の 

達成状況 

平成27年４月１日の生活困窮者自立支援法の施行に向け、モデル事業を実施するなど施行準備

を行っているところ。 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

約550事業所 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

認定就労訓練事業者の租税負担を軽減することで、より円滑な事業への参入が期待できる。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

国税においても同様の要望を行っている。 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

認定就労訓練事業者が事業を立ち上げる際の初期経費の助成を検討中。 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

検討中の予算措置は、今般の要望事項と同様、認定就労訓練事業者の経営を支援するものであ

り、その担い手の確保に資する。 

要望の措置の 

妥当性 

認定就労訓練事業は、就労に困難を抱える者に対して就労機会の提供等を行う事業であり、十

分な収益を期待することが困難な場合が多く、その担い手を確保するためには、認定就労訓練

事業者に係る租税負担をできる限り軽減することが必要である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

－ 

 

 

 

これまでの要望経緯 

－ 
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